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議案

番号 件　　　　　名 主　管　課

1 山口県いじめ問題調査委員会委員の任命について 学校安全・体育課
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議案第１号 

 

 

 

 

山口県いじめ問題調査委員会委員の任命について 

 

 

 

 

  山口県いじめ問題対策協議会等の設置に関する条例（平成２６年山口県条例第

２７号）第２条第３項の規定に基づき、山口県いじめ問題調査委員会の委員及び

臨時委員を別紙のとおり任命する。 

 

 

 

 

    平成２８年（2016 年）８月２５日 

 

 

 

山  口  県  教  育  委  員  会 
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【委員】
氏 名 所 属 ・ 役 職 名 等 区 分 推 薦 団 体 ・ 略 歴 等 備考

池 永
いけなが

泰 典
やすのり 山口県社会福祉士会 社会福祉士

山口県社会福祉士会推薦

山口県ＦＲアドバイザー
新任

友
とも

景
かげ

未 来
み く やまぐち総合教育支援センター内

子どもと親のサポートセンター
社会福祉士

山口県社会福祉士会推薦

県スクールソーシャルワーカー、エリア・
スーパーバイザー

前任

2
大 石
おおいし

由 起
ゆ き

子
こ

山口県立大学社会福祉学部
准教授

臨床心理士

山口県臨床心理士会推薦

専門「不登校臨床」「ピュアカウンセリング」
山口県青少年問題協議会委員

再任

3 田 邊
たなべ

敏 明
としあき 山口大学教育学部  教授 大学教授

山口大学教育学部推薦

専門「教育心理学」「臨床心理学」
防府市立佐波小・中学校スクールカウンセ
ラー

再任

橋 本
はしもと

朋 子
ともこ 山口県精神保健福祉士協会 精神保健福祉士

山口県精神保健福祉士協会推薦

山口県ＦＲアドバイザー
新任

坪 井
つぼい

淑 子
としこ 山口県人権擁護委員連合会 人権擁護委員

山口県人権擁護委員連合会推薦

山口市立二島小学校長（Ｈ１９～２０）
山口市立二島幼稚園長（Ｈ２１～２２）
人権擁護委員子ども人権部会員

前任

5 藤 本
ふじもと

俊 文
としふみ 藤本内科・循環器科  院長 医   師

山口県医師会推薦

山口県医師会常任理事
岩国市立中洋小学校校医

再任

6 山 田
やまだ

貴 之
たかゆき 中坪法律事務所 弁護士

山口県弁護士会推薦

山口県弁護士会子どもの権利委員会委員
山口県ＦＲアドバイザー

再任

【臨時委員】

1 中 島
なかしま

麻 美
ま み 長門一ノ宮病院 医   師

山口県いじめ問題調査委員会推薦

精神科医
新任

山口県いじめ問題調査委員会委員（案）

※　委員数６名、任期２年  [ 平成２８年９月１日 ～ 平成３０年８月３１日 ]

※　臨時委員数１名、任期 [ 平成２８年９月１日 ～ 調査部会の調査審議終了まで ]

1

4

【五十音順】
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平成二十六年山口県教育委員会規則第八号（原文縦書き） 
 

山口県いじめ問題調査委員会規則 
 
(趣旨) 
第一条 この規則は、山口県いじめ問題対策協議会等の設置に関する条例(平成二十
六年山口県条例第二十七号)第二条第四項の規定に基づき、山口県いじめ問題調査
委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定める
ものとする。 

(任期) 
第二条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任
期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
３ 前二項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため臨時に任命された
委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものと
する。 

(委員長及び副委員長) 
第三条 委員会に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によってこれを
定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと
きは、その職務を代理する。 

(会議) 
第四条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集す
る。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 
３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 
４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。 

(部会) 
第五条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
２ 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 
３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 
４ 部会長は、部会の事務を掌理する。  
５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうち
から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議に準用する。  
７ 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とする
ことができる。 

(秘密保持義務) 
第六条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退
いた後も同様とする。 

(庶務) 
第七条 委員会の庶務は、教育庁学校安全・体育課において処理する。 
(その他) 
第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員
長が委員会に諮って定める。 

附 則 
この規則は、公布の日から施行する。 
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報告事項

番号 件　　　　　名 主　管　課

1 公立学校施設の耐震化について 教 育 政 策 課

2 いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」について 学校安全・体育課

3 平成２８年度全国高等学校総合体育大会について 学校安全・体育課
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公立学校施設の耐震化について 
《平成２８年４月１日現在（７月２６日文部科学省公表）》 

 

○ 建物（構造体）の耐震化 

１ 県立学校 

  (1) 耐震化率 
 

区 分 

H28.4.1 
     

全棟数 
耐震性の

ない建物 
耐震化率 

対前年比 

(ﾎﾟｲﾝﾄ) 

全国 

順位 

県 立 学 校 
(県立高校＋特別支援学校) 

山口県 616棟 1棟 99.8％(97.4%) 2.4 － 

公立高等学校 
(県立高校＋市立下関商業高校 ) 

山口県 523棟 2棟 99.6％(96.8%) 2.8 14位 

(22 位) 全 国 29,619棟 1,054棟 96.4％(93.7%) 2.7 

特別支援学校 
山口県 100棟 1棟 99.0％(99.0%) 0.0 40位 

(33 位) 全 国 5,798棟 50棟 99.1％(98.1%) 1.0 
※（ ）内は、平成２７年４月１日現在の値 

・平成２８年４月１日現在、１棟（宇部総合支援学校）が未完了であったが、５月末

に仮設建物に移転し、すべての県立学校において建物の耐震化を完了 

 (2) 今後の取組 

・耐震化率１００％を達成したが、今後も仮設移転後の改築工事等を進める 
 

 ２ 市町立学校 

  (1) 耐震化率 
 

区 分 

H28.4.1 
  

耐震化率 

 

全棟数 
耐震性の

ない建物 

対前年比 

(ﾎﾟｲﾝﾄ) 

全国 

順位 

小 中 学 校 
山口県 1,667棟 98棟 94.1％(86.9%) 7.2 41位 

(44 位) 全 国 117,327棟 2,228棟 98.1％(95.6%) 2.5 

幼 稚 園 
山口県 47棟 10棟 78.7％(65.1%) 13.6 40位 

(44 位) 全 国 4,492棟 405棟 91.0％(86.7%) 4.3 
※（ ）内は、平成２７年４月１日現在の値 

 
・ 耐震化が未完了の市町（小中学校） 

    ８市（下関、宇部、防府、下松、岩国、柳井、美祢、山陽小野田） 

  (2) 今後の取組 

・耐震化が未完了の市町に対し、課題を踏まえた検討・協議など、できるだ

け早期の完了に向けた働きかけを強化 

・国に対し、耐震化事業に対する国庫補助の嵩上げ措置の拡充や地方財政支

援措置（地方債、交付税措置）の充実を要望 

報告事項１ 
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■市町別状況（小中学校） 

市 町 名 

H28.4.1 耐震化 

完了時期 

（見込み） 

   

全棟数 
耐震性の 

ない建物 
耐震化率 

対前年比 

(ポイント) 

下 関 市 332棟 34棟  89.8％( 82.2%) 7.6 (29年度以降) 

宇 部 市 156棟 22棟  85.9％( 79.6%) 6.3 (29年度以降) 

山 口 市 206棟 0棟  100.0％( 99.0%) 1.0 27年度完了 

萩 市 80棟 0棟 100.0％( 80.2%) 19.8 27年度完了 

防 府 市 119棟 7棟  94.1％( 85.8%) 8.3 (29年度以降) 

下 松 市 38棟 5棟  86.8％( 84.2%) 2.6 (29年度以降) 

岩 国 市 176棟 22棟  87.5％( 80.6%) 6.9 (29年度以降) 

光 市 63棟 0棟 100.0％( 100.0%) 0.0 26年度完了 

長 門 市 47棟 0棟  100.0％( 95.9%) 4.1 27年度完了 

柳 井 市 55棟 3棟  94.5％( 89.1%) 5.4 (29年度以降) 

美 祢 市 68棟 2棟  97.1％( 91.7%) 5.4 (29年度以降) 

周 南 市 160棟 0棟  100.0％( 80.4%) 19.6 27年度完了 

山陽小野田市 74棟 3棟  95.9％( 95.9%) 0.0 (29年度以降) 

周 防 大 島 町 42棟 0棟 100.0％( 100.0%) 0.0 26年度完了 

和 木 町 7棟 0棟 100.0％( 100.0%) 0.0 24年度完了 

上 関 町 4棟 0棟  100.0％( 71.4%) 28.6 27年度完了 

田 布 施 町 16棟 0棟 100.0％( 100.0%) 0.0 26年度完了 

平 生 町 14棟 0棟  100.0％( 85.7%) 14.3 27年度完了 

阿 武 町 10棟 0棟  100.0％( 90.9%) 9.1 27年度完了 

市 町 計 1,667棟 98棟  94.1％( 86.9%) 7.2  

 ※（ ）内は、平成２７年４月１日現在の値 
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○ 屋内運動場等における吊り天井の落下防止対策 

１ 県立学校 

  (1) 吊り天井の落下防止対策状況 
 

区 分 

H28.4.1 
     

全棟数 

吊り天井 

を有する

棟数 

 
吊り天井 

を有して 

いない棟数 

 

対策実施

済の棟数 

対策未実 

施の棟数 

うちＨ２７ 

天井撤去 

対策済棟数 

県 立 学 校 
(県立高校＋特別支援学校) 

山口県 141棟 3棟 3棟 0棟 138棟 6棟 

公立高等学校 
(県立高校＋市立下関商業高校 ) 

山口県 133棟 4棟 3棟 1棟 129棟 6棟 

全 国 8,374棟 1,018棟 162棟 856棟 7,356棟 556棟 

特別支援学校 
山口県 12棟 0棟 0棟 0棟 12棟 0棟 

全 国 1,139棟 91 棟 42棟 49棟 1,048棟 88棟 

   (2) 今後の取組 

・ 吊り天井落下防止対策は完了したが、引き続き、非構造部材対策（外壁改

修等）を実施 
 

 ２ 市町立学校 

  (1) 吊り天井の落下防止対策状況 
 

区 分 

H28.4.1 
     

全棟数 

吊り天井 

を有する

棟数 

 
吊り天井 

を有して 

いない棟数 

 

対策実施

済の棟数 

対策未実 

施の棟数 

うちＨ２７ 

天井撤去 

対策済棟数 

小 中 学 校 
山口県 473棟 92棟 3棟 89棟 381棟 34棟 

全 国 32,845 棟 2,633棟 979棟 1,654棟 30,212 棟 2,559棟 

幼 稚 園 
山口県 0棟 0棟 0棟 0棟 0棟 0棟 

全 国 137棟 29 棟 13棟 16棟 108棟 2棟 
 
・今年度から、小中学校の「吊り天井落下防止対策実施率」および「全国順位」

を公表 
 

小中学校の吊り天井 

落下防止対策実施率(※) 

山口県 ８１．２％ 《全国順位》 

４７位 全 国 ９５．０％ 

（※）（対策実施棟数 ＋ 吊り天井を有していない棟数）／ 屋内運動場の全棟数 

・ 対策が未完了の市町（小中学校） 

    １１市町（下関、宇部、山口、萩、防府、岩国、長門、周南、周防大島、和木、田布施） 

   (2) 今後の取組 

・ 校舎等の耐震化と同様の対応に加え、対策実施率が低い市町への直接要請 
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■市町別状況（小中学校） 

市 町 名 

H28.4.1 

落下防止対策 
    

全棟数 

     
吊り天井

を有する

棟数 

対策 

実施済の

棟数 

対策 

未実施の 

棟数 

吊り天井 

を有して 

いない棟数 

うちＨ２７ 

天井撤去 

対策済棟数 

完了時期 

(見込み) 

下 関 市 87棟 12棟 0棟 12棟 75棟 0棟 28年度 

宇 部 市 38棟 3棟 0棟 3棟 35棟 0棟 28年度 

山 口 市 51棟 21棟 0棟 21棟 30棟 3棟 (29年度以降) 

萩 市 25棟 4棟 0棟 4棟 21棟 0棟 (29年度以降) 

防 府 市 29棟 10棟 1棟  9棟 19棟 0棟 (29年度以降) 

下 松 市 14棟 0棟 0棟 0棟 14棟 1棟 27年度完了 

岩 国 市 57棟 27棟 2棟 25棟 30棟 0棟 (29年度以降) 

光 市 21棟 0棟 0棟 0棟 21棟 4棟 27年度完了 

長 門 市 20棟 4棟 0棟 4棟 16棟 3棟 28年度 

柳 井 市 17棟 0棟 0棟 0棟 17棟 1棟 27年度完了 

美 祢 市 24棟 0棟 0棟 0棟 24棟 9棟 27年度完了 

周 南 市 41棟  6棟 0棟  6棟 35棟 4棟 (29年度以降) 

山陽小野田市 22棟 0棟 0棟 0棟 22棟 7棟 27年度完了 

周防大島町 12棟 3棟 0棟 3棟 9棟 0棟 28年度 

和 木 町 2棟 1棟 0棟 1棟 1棟 0棟 28年度 

上 関 町 2棟 0棟 0棟 0棟 2棟 0棟 26年度完了 

田 布 施 町 6棟 1棟 0棟 1棟 5棟 2棟 (29年度以降) 

平 生 町 3棟 0棟 0棟 0棟 3棟 0棟 吊り天井なし 

阿 武 町 2棟 0棟 0棟 0棟 2棟 0棟 吊り天井なし 

市 町 計 473棟  92棟 3棟  89棟 381棟 34棟  
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報告事項２ 

 

いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」について 

 

１ 事案の概要 

  平成２８年７月２６日（火）に県立高校生が列車にはねられ死亡した事案について、

８月１日（月）に遺族から「いじめがあったのではないか」という申し出があった。 

 

２ これまでの対応状況 

（１）事故発生直後 

 ア スクールカウンセラー等の派遣 

  ・学校に生徒の心のケアを行うためスクールカウンセラー２名を緊急派遣 

・県教委から学校支援チームを即時に派遣し、生徒のケア計画作成等を支援 

 

（２）遺族からの申し立て後 

 ア いじめ問題調査委員会の開催 

遺族からの「いじめがあったのではないか」という申し出を受け、８月１２日（金）

に「いじめ防止対策推進法」及び「山口県いじめ防止基本方針」に基づき、「山口県い

じめ問題調査委員会」に「同調査部会」を設置し、調査方針等について審議を行った。 

・調査方針：公正・中立な立場で、事案の背景や客観的な事実関係をできるだけ明ら

かにすること 

・調査方法：生徒や教職員へのアンケート調査や聞き取り調査を行うこと 

⇒８月１７日（水）生徒に対するアンケート調査票を配布 

 

 イ スクールカウンセラーの派遣 

   学校に、引き続き、生徒の心のケアを行うためスクールカウンセラーを派遣 

   

３ 今後の対応 

  アンケート調査の結果等を９月１日（木）開催予定の「いじめ問題調査委員会調査部

会」に報告し、審議を行う。 
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４ 調査委員会委員及び調査部会委員（平成 28年 8月 25日現在） 

◆ 調査委員会委員 

氏  名 所 属 等 区  分 備 考 

田邊敏明 山口大学教育学部 大学教授 委員長 

藤本俊文 藤本内科・循環器科 医師  

山田貴之 中坪法律事務所 弁護士  

大石由起子 山口県立大学社会福祉学部 臨床心理士  

友景未来 やまぐち総合教育支援センター 社会福祉士  

坪井淑子 山口県人権擁護委員連合会 人権擁護委員  

 

 ◆ 調査部会委員 

氏  名 所 属 等 区  分 備 考 

田邊敏明 山口大学教育学部 大学教授 部会長 

山田貴之 中坪法律事務所 弁護士 部会長職務代理 

大石由起子 山口県立大学社会福祉学部 臨床心理士  

坪井淑子 山口県人権擁護委員連合会 人権擁護委員  

 ◆ 調査部会オブザーバー 

氏  名 所 属 等 区  分 

池永泰典 山口県社会福祉士会 社会福祉士 

河野通英 山口県精神保健福祉センター所長 精神科医 

橋本朋子 山口県精神保健福祉士協会 精神保健福祉士 
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平成２８年度全国高等学校総合体育大会について 

 

中国各県を会場として、高校生最大のスポーツの祭典「平成２８年度全国高等学校総合

体育大会」を開催した。 

 

１ 大会の概要 

大 会 愛 称 「2016 情熱疾走 中国総体」 

主 催 
(公財)全国高等学校体育連盟､開催地県､同教育委員会､関係中央競技

団体、会場地市町村、同教育委員会ほか 

大 会 期 間 
平成２８年７月２８日（木）～８月２０日（土） 

※総合開会式（７月２８日）：ジップアリーナ岡山 

 

２ 競技種目別大会 

○ 本県では、７月２９日(金)から８月１２日(金)までの１５日間、６競技が９市１２

競技会場で行われ、高校生トップアスリートによる熱戦が繰り広げられた。 

開催競技(山口県) 会場地（９市） 開催期間 

バレーボール(男子) 山口市、宇部市、防府市 ７/２９（金）～８/ ２（火） 

バレーボール(女子) 防府市、山口市 ８/ ３（水）～８/ ７（日） 

ハンドボール 周南市、下松市、光市 ８/ １（月）～８/ ７（日） 

フェンシング 岩国市 ７/２９（金）～８/ ２（火） 

空 手 道  長門市 ７/３０（土）～８/ ２（火） 

な ぎ な た 下関市 ８/ ５（金）～８/ ７（日） 

カ ヌ ー  岩国市 ８/ ８（月）～８/１２（金） 

 

○ 本県開催競技では、選手・監督及び大会役員等約１万人が参加し、競技会場には延

べ約１０万人の観客が訪れた。 

選手・監督（実人数） 大会役員等（実人数） 観客（延べ人数） 

約６，３００人 約４，４００人 約１０４，０００人 

  ※ 速報値であり、内訳は、資料１のとおり 

 

３ 高校生活動 

本県高校生が競技補助員や案内所の運営等に従事し大会を支える「高校生活動」に取

り組み、９５校・延べ約２万２千人が参加した。 

※ 大会期間中の取組等については、資料２のとおり 

 

４ 大会の成果 

競技に出場した選手はもとより､運営ボランティアなど大会を支える高校生が存分に

活躍し､本大会の開催を通じて本県高校生の競技力や社会貢献意欲が高まるなど大きな

成果を得ることができた。 

報告事項３ 

012901
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№ 男子 女子 計 男子 女子 計

1 672 671 1,343 218 1,561 56 56 112 22,700

2 670 667 1,337 282 1,619 48 48 96 30,800

3 286 286 572 191 763 87 103 190 5,000

4 443 422 865 315 1,180 125 130 255 37,304

5 380 380 120 500 88 88 2,436

6 422 185 607 93 700 78 55 133 6,000

2,493 2,611 5,104 1,219 6,323 394 480 874 104,240

バ レ ー ボ ー ル

な ぎ な た

カ ヌ ー

計

フ ェ ン シ ン グ

空 手 道

ハ ン ド ボ ー ル

観客数
（延べ数）

平成２８年度全国高等学校総合体育大会「2016 情熱疾走 中国総体」
競技種目別大会　参加者数・参加校数・観客数一覧【山口県開催競技】（速報値）

（単位：人）

区分 選手
監督
コーチ

合計

参加校（単位：校）

競 技 種 目 名

資料１－１ 
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№ 競技 運営 計 競技 運営 計

1 118 153 271 614 560 1,174 1,445

2 152 105 257 251 201 452 709

3 91 153 244 45 115 160 404

4 203 248 451 266 215 481 932

5 107 60 167 84 28 112 279

6 144 244 388 148 162 310 698

815 963 1,778 1,408 1,281 2,689 4,467計

ハ ン ド ボ ー ル

バ レ ー ボ ー ル

カ ヌ ー

な ぎ な た

空 手 道

フ ェ ン シ ン グ

平成２８年度全国高等学校総合体育大会「2016 情熱疾走 中国総体」
競技種目別大会　役員・補助員数【山口県開催競技】（速報値）

総計

区分 役員
補助員
(生徒）

競技種目名

（単位：人）

資料１－２ 

012901
タイプライターテキスト
14



高校生活動の主な取組 

 

１ 広報・おもてなし活動 

活動内容 実施時期 場所等 内 容 参加者 

各種ＰＲ活動等 
H27.7月～ 

H28.6月 

駅、商業施設、

各高校等 

・横断幕、のぼり旗に

よるＰＲ 

・ティッシュ、チラシ

等の配布 

・横断幕リレー 

・ポスター原画 

延べ134校 

延べ2,160人 

開催直前ＰＲ活動 7/8～7/29 主要駅等 
・県内各地区でのＰＲ

活動 

11校 

70人 

案内所の設置・

運営 

大会期間中 

(7/28～8/12） 

岩国、徳山、新

山口、新下関、

長門市の各駅 

・各競技会場、宿舎、

交通・観光等の案内

業務 

30校 

230人 

歓迎・応援のぼり旗

の作製・設置 

大会期間中 

(7/29～8/12） 
競技会場等 

・手書きメッセージ入

りのぼり旗の作製、

競技会場での設置 

95校 

2,580人 

参加記念品の作製 
大会期間中に

選手へ配付 
各高校等 

・生徒考案のデザイン

を施した記念品の作

製 

7校 

20人 

各校による自主

活動 
５月～７月 各高校等 ・校内外でのＰＲ活動 

95校 

12,200人 

 

２ 運営ボランティア 

活動内容 実施時期 場所等 内 容 参加者 

運営ボランティ

ア（競技・運営

補助員） 

大会期間中 

(7/29～8/12） 
競技会場等 

・各競技の競技・運営

の補助 

・開閉会式の挨拶、式

典運営の補助 

延べ85校 

2,700人 

 

３ 草花装飾・環境美化活動 

活動内容 実施時期 場所等 内 容 参加者 

草花装飾の設置 
大会期間中 

(7/28～8/12） 
競技会場等 

・農業科設置 6 校の生

徒による花のプラン

ター栽培、競技会場

への設置 

6校 

240人 

各校による自主

活動 
５月～７月 各高校等 

・競技会場周辺の清掃

活動等 

4校 

1,800人 

 

計 ９５校 延べ２２，０００人が参加 

資料２ 
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　１　競技運営

（１）試合運営

【バレーボール】 【ハンドボール】

【なぎなた】 【空手道】

（２）コート整備

【バレーボール】 【バレーボール】

【なぎなた】 【ハンドボール】
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（３）選手誘導

【空手道】 【空手道】

【なぎなた】 【なぎなた】

（４）得点掲示

【空手道】 【バレーボール】

【なぎなた】 【なぎなた】
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（５）審判（ﾗｲﾝｼﾞｬｯｼﾞ）

【バレーボール】 【バレーボール】

【カヌー】 【カヌー】

【カヌー】 【フェンシング】

【バレーボール】 【なぎなた】

（６）その他（検定、記録集計等）
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ソルトアリーナ防府（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 岩国市総合体育館（ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ）

（２）駐車場誘導

　２　大会運営

（１）会場受付

ソルトアリーナ防府（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 宇部市俵田翁記念体育館（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

（３）ドリンクサービス（ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

岩国市総合体育館（ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ） やまぐちリフレッシュパーク（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）

中山湖特設カヌー競技場（ｶﾇｰ） ながと総合体育館（空手道）
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（４）大会会場整備・清掃

周南市鹿野総合体育館（ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ） 中山湖特設カヌー競技場（ｶﾇｰ）

下松スポーツ公園体育館（ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ） 中山湖特設カヌー競技場（ｶﾇｰ）

（５）その他（弁当配布・回収、記録写真）

岩国市総合体育館（ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ） 岩国市総合体育館（ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ）

宇部市俵田翁記念体育館（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ） 中山湖特設カヌー競技場（ｶﾇｰ）
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新山口駅 新下関駅

長門市駅 新下関駅

　３　おもてなし活動

（２）案内所運営

岩国駅 徳山駅

（１）開会式「歓迎あいさつ」

男子バレーボール 空手道
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（３）歓迎・応援のぼり

キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター ながと総合体育館

岩国市総合体育館 作製風景（防府商工高校）

（４）会場装飾「プランター」

ソルトアリーナ防府 岩国市総合体育館

周南市鹿野総合体育館 栽培風景（田布施農工高校）
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山口駅（７月１２日） 下関駅（７月２９日）

ハンドボール（岩国工業高校） ハンドボール（岩国工業高校）

（５）会場装飾「記念撮影用ボード」

周南市鹿野総合体育館 キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

光市総合体育館 下松市下松スポーツ公園体育館

（６）その他（直前ＰＲ、応援）
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１　大 会 名　　平成２８年度全国高等学校総合体育大会

２　主　　催　　公益財団法人全国高等学校体育連盟　他

３　開 催 地　　岡山県　鳥取県　島根県　広島県　和歌山県　山口県

４　期　　日　　平成２８年７月２８日～８月２０日

５　競技結果

競技 男女 種目 順位 氏名 高校

１００ｍ 第３位 田村　紀樹③ 下関商

２００ｍ 第８位 田村　紀樹③ 下関商

女子 七種競技 第８位 大玉　華鈴② 西京

男子 団体 第２位 防府

女子 団体 第５位 防府

男子 団体 第１位 岩国工業

女子 団体 第５位 （ベスト８） 高水高校

テニス 女子 団体 第１位 野田学園

団体 第２位 野田学園

伊丹　雄飛③

沼村　斉弥②

岩永　　鈴②

水津　優衣②

柔道 女子 個人７０㎏級 第１位 田中　志歩③ 聖光

弓道 男子 団体 第２位 岩国工業

団体 第５位 （ベスト８） 熊毛南

個人　エペ 第１位 石井　一希③ 岩国工業

女子 団体 第３位 （ベスト４） 岩国工業

第５位 山元　隆史② 萩商工

第７位 阿曽沼敏康② 萩商工

なぎなた 女子 団体試合 第５位 （ベスト８） 長府

以上、入賞は、１１競技１９種目（８月１１日17：00現在）

◇ヨット競技 ８月１２日（金）～１６日（火）和歌山セーリングセンター
◇水泳競技 競泳 ８月１７日（水）～２０日（土）広島市総合屋内プール

水球 ８月１６日（火）～２０日（土）児島地区公園水泳場

2016情熱疾走　中国総体　　入　賞　一　覧

ダブルス 第２位 野田学園

バドミントン 女子 ダブルス 第５位 柳井商工

陸上競技
男子

登山

ハンドボール

卓球 男子

以上、入賞は、９競技１６種目（８月１５日現在）

フェンシング
男子

少林寺拳法 男子 個人単独演武
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意見交換

番号 件　　　　　名 主　管　課

1 高校における学力向上について 高 校 教 育 課
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現在、高校教育においては、課題の発見と解決に向けた主体的・協働的な学習形態であ

る「アクティブ・ラーニング」がキーワードとなっており、その重要性は今後高まってい

くものと考えられています。 

 

 

○ アクティブ・ラーニングとは、「主体的・協働的な学習形態」と言われますが、決

して新しい概念ではなく、これまでも授業の中で取り組まれてきた学習方法です。 

○ 特定の構造、構成、スキルの育成に限定していないことから、一方的な講義型の

授業以外はアクティブ・ラーニングととらえることができます。 
 
 
        Column（「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」平成 24 年８月中央教育審議会答申より） 

「アクティブ・ラーニング」については、研究者によって様々な捉えられ方がされています

が、文部科学省(中央教育審議会)では、以下のように定義しています。             
教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授･

学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、

経験を含めた汎用的能力の育成を図る。 

発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッシ

ョン、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。 

 

 
 

 
アクティブ・ラーニングが求められている社会的背景として、グローバル化や絶え間な

い技術革新の進展により、社会や職業の在り方が大きく変化する時代において、社会で求

められる人材像が大きく変わってきたことがあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ アクティブ・ラーニングとは… 

ポイント 

アクティブ・ラーニング Active Learning 
～よりよい授業づくりをめざして～ 

 

これからの時代を生きていく子どもたちには、様々な情報や出来事を受け止め、

主体的に判断しながら、自分たちの生きる社会の未来をどう描くかを考え、多様な

人々と協働的に課題を解決していくための資質・能力の育成が必要 

２ いま、なぜ、アクティブ・ラーニングが必要なのか？ 

ポイント 

工業社会（高度成長期） 

 

知識基盤社会（現在の社会） 

 ・ 規格品の大量生産を行う製造
業が大きな力をもっていた社会 

・ 標準化された知識を効率よく
身に付け社会に順応していくこ
とが求められた。 

・ 私たちの手元に大量の情報が瞬
時に届く社会 

・ 知識を活用して新しい未知の課
題に試行錯誤しながら対応でき
る力が求められるようになった。 

そのため… 
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 ………【ラーニング・ピラミッド（平均学習定着率調査の結果による分析）】 効 果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………【教授法の転換】 授業形態の転換

アクティブ・ラーニングによる授業においては、生徒が中心となって活動する“学習者中

心の授業”への転換を図ることが必要です。 

しかし、“学習者中心の授業”への転換を図るからといって、講義や説明中心による指導

の在り方が否定されるわけではありません。分かりやすく説明できる話し方、板書の方法、

興味・関心を喚起できる教材提示の仕方など、これまでの優れた指導法を継承しながら、両

者のバランスを図った授業を展開することが大切です。 

    
Column 何がアクティブなの？ 

 

 

 

 

 

 ……… 【アクティブ・ラーニングを進める上でのキーワード】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：アメリカ国立訓練研究所の 

  「平均学習定着率調査」から 

 

これまでも、授業において

アクティブ・ラーニングは取

り組まれてきました。 

今後、アクティブ・ラーニ

ングをより一層充実し、効果

的なものにするためには、ど

の単元で、授業のどの場面（導

入・展開・まとめ）で、どの

形態で実施するのかなどを意

識して取り組むことが重要で

す。 

 

アクティブ・ラーニング

では、自分が理解したこと

や考えたことを他者に伝え

るため、話したり、書いた

り、発表したりすることが、

重要な要素の 1 つです。こ

れを「外化」といいます。 

この「外化」により、生

徒は、他者のもつ多様な考

えに触れ、自らの学びを深

めることができます。 

 

 

「アクティブ・ラーニン

グの充実」は、必ずしも、

講義中心の授業を全てア

クティブ・ラーニングに転

換することを意味してい

るわけではありません。 

生徒が学ぶ内容によっ

ては、講義中心の授業が効

果的な場合もあり、両者を

バランスよく取り入れた

授業の展開が重要です。 

意識化 
 

外化 
 

バランス 

アクティブな授業とは教員がアクティブになるので

はなく、生徒がアクティブになる授業です。 

また、教室がにぎやかになることではなく、生徒の

頭の中がアクティブになる授業です。 
一斉画一的な暗記・再生型の授業 

（教員中心、受身の一斉学習） 

右の図は、授業で学習した内容を、半年後にどの程度

記憶しているかについて、学習形態別に分析して、図式

化した「ラーニング・ピラミッド」と呼ばれるものです。 

 

この「ラーニング・ピラミッド」からは、講義中心の

学習と比較して、デモンストレーションやグループ討

議、直接体験、他者に教えるなどの学習方法が、いかに

学習内容の定着に効果的かが分かります。 

 

こうした学習方法こそが、現在、求められているアク

ティブ・ラーニングそのものなのです。 
 

講義 ５％ 

読書 １０％ 

視聴覚 ２０％ 

デモンストレーション ３０％ 

３ アクティブ・ラーニングを取り入れた授業のすすめ 

グループ討議 ５０％ 

相互交流の多い思考・発信型の授業 

（学習者中心、能動的な協働学習） 

自ら体験する ７５％ 

他の人に教える ９０％ 
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アクティブ・ラーニングの授業方法には教科・科目によって様々な形態があります。ここ

では、グループワークを取り入れた授業展開を、一例として紹介します。 
 

導 入 教員による説明  

○ 教員がこの授業の目標、流れ、課題などを説明する。 

・ プロジェクター等により、本時の学習内容を説明する。 

・ グループで取り組む課題について説明する。 

・ グループワークを行う際の目標等について説明する。 
 
《留意点》 
＊ 授業のはじめに教員が本時の目標（めあて・ねらい）を示す。 
＊ 学習内容の説明は、プロジェクターによる投影、説明資料の配付など、簡潔 
に行う。 

＊ グループの組み方について 
・ 生徒一人ひとりの役割が固定化されないよう、くじ引きなどでグループを 
決定する。 

・ 発言する、質問する、説明する、動く、グループで協力するなどの態度 
目標（規律、きまり）を明確に生徒に提示する。 
 

展 開 

グループワーク  

○ 生徒に課題を取り組ませる。 

  ・ 基礎的、基本的な課題から、段々と難しい課題になるよう複数の課題

を並べる。 

○ 課題について、グループで交流し深めさせる。 

・ 生徒一人ひとりに、課題に対する自分の答えや意見を考えさせる。 

・ 考えたことを他者と共有させる。 

・ 他者から得た情報を参考に自分の考えを修正させる。 
 

《留意点》 
＊ 教員の関わり方（質問による話合い活動への指導方法）について 
・ 内容（コンテンツ）についての質問ではなく、話合いの状況についての 
質問をする。  

 ・ どこに向かって、何を答えればよいのかが明確になるような質問をする。 
・ 指示的でなく、次の思考や行動を促すための質問をする。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

生徒による発表等、授業の振り返り 

○ 課題について、グループで発表させる、または、教員が解説する。 

○ リフレクションカードの記入などにより、本時の授業の振り返りを行う。 

 ≪記入項目例≫ 

☑ 学習態度についての質問「話合いの際のきまりに従って活動できた

か」「それによって気付いたことは何か」など 

☑ 学習内容について分かったこと､分からなかったこと､意見など 

《留意点》 
＊ 生徒が学習した内容を自ら振り返ったり、まとめたりする活動を取り入れる。 

・ 授業での体験を振り返り生徒が様々な気付きを得る。 
→ 次の時間の学びにつながる。 

 

 
  

 

 
  

まずは､毎回､短時間でも生徒による活動を設定してみることが大切です。 

回を重ねていく中で、生徒も積極的に取り組むようになります。 

また、話合いなどのアクティブ・ラーニングに充てる時間をつくり出すた 

めの工夫も必要です。 
 

 

４ アクティブ・ラーニング型の授業の展開例 

ポイント 

012901
タイプライターテキスト
46



 

 

 

 

 

 

 
 
Ａ 理念や考え方については、基本的に違いはありません。 
 
〇 「言語活動」とは、生徒が主体的に思考・判断するために、批評、論述、討論など

を通じて考えを深めていく活動であり、課題の発見・解決に向けて主体的・協働的に

学ぶ学習（「アクティブ・ラーニング」）とは、生徒による主体的な学びという面をは

じめ、多くの共通点があります。 
 
○ このことから、現行学習指導要領のポイントである「言語活動の充実」が、「アクテ

ィブ・ラーニングの充実」につながると考えられます。 

 

 
 

 

 

Ａ 生徒の学習形態は、アクティブ・ラーニングだけではありません。 
   
〇 アクティブ・ラーニングは、今までの授業が、「知識の伝達を中心とした一方的で画 

一的な指導者中心の形式になっていないか、そのことが、結果として学習者に期待する 

学力をしっかりと育んでいるのか？」 

といった問いから出たもので、現在の授業形 

態を完全に否定しているものではありませ 

ん。 
 

〇 現在でも、講義一辺倒ではなく、生徒が主 

体的に取り組む何らかの活動を取り入れた 

授業が行われているはずです。 
 

〇 大切なことは、学ぶことと社会とのつなが 

りを意識し、「何を学ぶか」という知識の質 

や量の改善に加え、「どのように学ぶか」と 

いう、学びの質や深まりを重視することで 

す。 
 

〇 また、学びの成果として「何ができるよう 

になるか」という視点が必要です。 

 
Column「育成すべき資質・能力をふま

えた教育課程の構造化」 

 
何ができるようになるか 

 

 

 
 

 

何を学ぶか        どのように学ぶか 

 

 

 

 

(｢初等中等教育における教育課程の基準の在り 

方について｣諮問) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「アクティブ・ラーニング」と「言語活動」とは、何が違うのでしょうか。 

   全ての授業は、アクティブ・ラーニングに変わっていくのでしょうか。 

 

新しい時代に必要となる資質・能力の育成 

Question ＆ Answer 

Ｑ 

Ｑ 

育成すべき資質・能力を育む 

観点からの学習評価の充実 

育成すべき資質・

能力を踏まえた、新

たな教科・科目等の

新設や目標・内容の

見直し 

育成すべき資質・能力を

育むための課題の発見・解

決に向けた主体的・協働的

な学び(｢アクティブ・ラー

ニング｣) 

Memo 
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